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令和３年陳情第６号「個人の土地を市が長期に渡り不当使用の件に付き早急に解決を

望む陳情について」のその後の経過について 

１ 陳情概要（令和３年 11月） 

現在、栄町油屋町 1号線として供用している市道内に、登記簿上、民有地が存在してお

り、登記簿上の名義人の夫（陳情人）から、裁判によることなく行政判断による公費支出

（買収）を求められているもの。 

⑴ 当該地

ア 地 番：長崎市油屋町 46番 1

イ 面 積：155.93㎡（うち、市道部分（非課税部分）28.49㎡）

ウ 名義人：陳情人の妻ほか１人（持分２分の１ずつ）

⑵ 陳情人の主張

・当時、油屋町 46番の土地を２回に分けて買収するとのことであったが、現在の油屋町

46番 2については、長崎市が買収し、分筆、所有権移転登記がされているものの、当

該地は買収、分筆、所有権移転登記がされておらず、市道内に民有地として存在して

いる。

・当該地について、長崎市は道路部分として固定資産税非課税としているが、現在まで

放置され不当に使用されている。

・昭和 50年に地権者から当該地の登記の状況について長崎市に確認したところ、速やか

に手続きすると回答していながら、その後登記されていない。 

・周囲の民有地は随時登記されており、当該地についても登記する機会が何度もあった

が登記していないのは、買収していなかったからではないか。長崎市は当該地を買収

せよ。

⑶ 市で確認した事実

・市道内に登記簿上の民有地が存在（市が分筆登記を行っていない）している。

・当該地の売買等に関する書類は現存していない。

・当該地は、昭和 42年以降は固定資産税が非課税である。

・当該地は、昭和 49年 7月 25日に市道として供用開始している。

・昭和 50年の地権者からの問合せに対し、市から回答した書類は現存していない。

・油屋町 46 番 2（隣接地）は、昭和 41 年 1 月に市が買収し、分筆、所有権移転登記が

完了している。

⑷ 陳情に対する市の見解（前回）

・買収したのか、していないのか、書面により事実を確認することができないことから、

事実認定を行うためには公平な独立機関である裁判所に委ねるしかないと考えている。 

・民法第 162 条において、一定の事実状態が一定期間継続した場合にはその事実状態を

権利として認めることとされている（時効取得）。当該地については市道の供用開始か

ら 20年以上経過するなど時効取得の要件を満たしていることから、市としてはこれま

での事例と同様に時効を主張せざるを得ないと考えている。
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・固定資産税については、地方税法第 343 条の規定により、真実の所有者か否かに限ら

ず、登記簿上の所有者に課されるものとされている。

・市道内に民有地が存在している場合の対応としては、所有者から寄付をしていただき、

市が測量及び所有権移転登記を行っており、全国的にも同様な対応がなされている。 

２ 陳情に対する市議会の意見 

・当該地の買収手続きが行われていないことが明らかなことから、裁判ではなく、買い

取るかどうかの検証を行ってほしい。

・委員会の総意として、陳情人には過失がなく、市に過失があり、市自体も非を認めて

いることから裁判所に判断をゆだねるのではなく市民に寄り添った行政判断を直ちに

行うことで早期の解決を図ってほしい。

３ 陳情後に新たに判明した事実 

以下のとおり、財団法人長崎市開発公社（当時。以下「公社」という。）が当該地を買収

し、長崎市に売却したことを裏付ける資料が現存することが判明した。 

・公社が当該地を先行取得したことを裏付ける添付書類とともに、油屋町 46-1、44（一

部）を道路用地として長崎市へ売却する意思決定【７ページ】が現存していた。なお、

油屋町 46-1の買収、売却地積が 28.48㎡であり、固定資産税の非課税部分 28.49㎡と

ほぼ一致する。

・公社の「昭和 42年度決算の状況」【９ページ】に、【７ページ】の合計面積と同面積を

買収したこと、公社の「昭和 43 年度決算の状況」【１１ページ】に【７ページ】の合

計面積と同面積を道路事業用地として売却したことが記載されている。

・長崎市の「昭和 42年度決算にかかる主要な施策の成果を説明する書類（土木費）」

【１３ページ】で当該道路の用地買収費の記載があるが、公社で買収した隣接地（油屋

町 44）の面積と長崎市が買収した面積の合計が、登記簿面積と一致する。 

・【７ページ】、【９ページ】、【１１ページ】及び【１３ページ】の面積、金額の状況につ

いては、下表⑴～⑶のとおりであり、表内①、②、③が一致している。 

⑴ 公社決裁文書（昭和 43年 7月 10 日付）

（油屋町 46-1、44 を長崎市へ売却する意思決定内容）

地番 油屋町 46-1 油屋町 44 

※登記簿面積（参考） 155.63㎡ 162.84㎡ ア ⇒油屋町 44の残

買収面積 28.48㎡ 42.78㎡ イ ア-イ＝120.06㎡ ③

合 計 71.26㎡ ① 

請求額 2,173,024円 3,264,114円 

合 計 5,437,138円 ② 

買収契約日 S43.2.1 S43.3.29 
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⑵ 決算（昭和 42年度）（昭和 42 年度に当該地及び隣接地を公社と長崎市で買収）

区分 公社 長崎市 

買収面積 71.26㎡ ① 120.06㎡ ③ 

買収日 S43.3.19 - 

買収金額 5,437,138円 ②
23,828,217円 

（建物補償 2棟含む） 

⑶ 決算（昭和 43年度）（昭和 42 年度に公社が先行買収した土地を長崎市へ売却）

区分 公社 

売却面積 71.26㎡ ① 

売却金額 5,437,138円 ②

※決算資料を基にした（都）恵美須町油屋町線の用地買収図

※非課税面積は 28.49 ㎡

長崎市 

油屋町 45-1 

145 ㎡ 

長崎市 

大波止思案橋田上線 

（電車通り） 

油屋町 45-2 

82 ㎡ 

油屋町 44 

162.84 ㎡ 

（都）恵美須町油屋町

線道路区域 

市で S43 年に直接買収 

油屋町 43-5 

7.35 ㎡ 

油屋町 46-1 

面積 155.63 ㎡ 

公社で S42 年に買収し

S43 年に市へ売却（市

が買戻し）28.48 ㎡ 

↑ 

至る崇福寺 

公社で S42 年に買収し

S43 年に市へ売却（市

が買戻し）42.78 ㎡ 

市で S42 年に直接買収

120.06 ㎡ 

油屋町 44 の合計 

162.84 ㎡ 

市で S41 年に直接買収 

登記簿で S39 年に買収（決算資料なし） 
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４ その後の陳情人の主張 

・公社と長崎市の間での土地の売買について明確になったに過ぎず、公社が地権者から土

地を買収した事実を、契約書や領収証等の書類により確認できず納得できない。公社と

長崎市の決算だけでは買収した証明にはならない。

・当該地の登記について、昭和 50年に問い合わせをした時も登記すると回答していながら

登記していない。また、長崎市が同時に買収したと主張する隣接地（油屋町 44）を昭和

60 年に登記しているが、その際にも登記していない。買収したのであれば問題なく登記

できたはずだが、登記する機会が何度もあったにもかかわらず未登記なのは何らかの原

因があるはずであり、それは買収していなかったからではないか。 

５ 長崎市の見解と対応 

当該地を公社が買収し、長崎市へ売却した事実を確認できる文書【７～１６ページ】が

現存したことから、長崎市は当該地を地権者から買収しているものと考える。 

なお、公社と地権者との間での契約書や領収証書等の書類は確認できないものの、長崎

市が公社から土地を購入するにあたっては、公社が土地を買収した事実を確認しないと支

出ができず、当時も事実確認をしたうえで支出し、決算を行ったものと判断している。 

ただし、陳情人が主張するとおり、登記する機会があったにもかかわらず未登記なのは

事実であり、その理由については解明できていない。 

したがって、長崎市としては「買収しているが、登記を怠っている」との認識であり、

陳情人に対し、今後も分筆、登記への協力をお願いしていくこととしている。 

（参考）登記簿、固定資産税評価調書 

（1）登記簿

地番 油屋町 46-1 油屋町 44 

地積 155.63㎡ 162.84㎡ 

登記日（受付日） S41.3.11 S60.12.19 

売買日 S41.7.8 

権利者 郡和子・鳥居洋子 長崎市 

（2）固定資産税評価調書

地番 油屋町 46-1 油屋町 44 

非課税面積（公道） 28.49㎡ 162.84㎡ 

非課税年度 S42年度 S43～S60 
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栄町油屋町 1号線 

浜町油屋町 1号線 

崇福寺 

丸山公園 

正覚寺 

市道敷地内の民有地

(油屋町 46番 1のうち約 28㎡) 

至 万屋町 

至 東小島町 

思案橋電停 

崇福寺電停 

中央橋方面 
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